
第16章 疑わしい取引の届出制度 

 

第１節 疑わしい取引の届出制度 

 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」という。）

の規定により、金融機関等は、顧客から収受した財産が犯罪収益若しくは、テロ資金

である疑いがある場合又は顧客がその取引でマネー・ローンダリングを行っているの

ではないかと疑われる場合には、速やかに行政庁に届出を行わなければならない義務

が課されている。 

疑わしい取引に関する情報は、主務大臣を通じて国家公安委員会に集約されたのち、

整理・分析が行われ、犯罪捜査等に資すると判断された情報については捜査機関等に

提供されている。 

このような仕組みは「疑わしい取引の届出制度」と呼ばれており、マネー・ローン

ダリング対策の柱として、我が国のみならず諸外国でも同種の制度が設けられている。

（別紙１参照） 

 

第２節 疑わしい取引の届出に関する概況 

 

Ⅰ 届出の状況  

2020年１月から12月までの１年間に、金融機関等から432,202件（前年比8,290

件減）の疑わしい取引の届出が行われた。（※） 

（※）「犯罪収益移転防止に関する年次報告書 令和２年 警察庁」より 

 

Ⅱ 研修会の開催 

警察庁との共催により、例年、各財務（支）局等において、金融機関等の疑わし

い取引の届出担当者を対象に、疑わしい取引の届出制度についての理解を深めるた

め対面での研修会を開催しているところ、2020事務年度は、新型コロナウイルス感

染症の状況を踏まえ、警察庁と共同して研修資料を作成の上、配布をした。 

 

   Ⅲ 疑わしい取引の参考事例の公表 

     当庁では、金融機関等が届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する

可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示した参考事例を公

表している。 

 

Ⅳ 疑わしい取引の届出等の徹底の要請 

ＦＡＴＦ声明の公表など様々な機会を捉え、関係省庁と連携のうえ、金融機関等

に対し、犯罪収益移転防止法に基づく顧客等の取引時確認義務、疑わしい取引の届

出義務の履行を徹底するよう繰り返し要請を行っている。 
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